
 

 
 

日 薬 定 例 記 者 会 見 要 旨 

 

日 時：令和８年１月29日（木）15：00～15：45 

場 所：日本薬剤師会 第一会議室 

出 席 者：岩月会長、原口副会長、上野専務理事、山田武志常務理事（WEB） 

 

内容・提出資料：  

１．日本薬剤師会学術大会 一般演題優秀賞について 

山田武志常務理事より、掲題の件について説明された。主な内容は以下の通り。 

 本会の学術大会では、薬剤師による調査・研究活動の意識向上、並びに質の向上に資するこ

とを目的として、2015年の第48回鹿児島大会より「一般演題優秀賞」を創設し、ポスター発

表を対象とした「ポスター優秀賞」を実施してきた。 

今般、創設から 10 年が経過したことを機に、研究発表の更なる質向上と学術的な熱意を喚

起するべく、本年 10 月開催の第 59 回日本薬剤師会学術大会（新潟大会）より、「口頭発表」

も優秀賞の選考対象に追加することとした。 

選考にあたっては、まず、一般演題の中から、あらかじめ口頭発表およびポスター発表それ

ぞれ10題程度の優秀賞候補を選出する。大会当日（初日）は、口頭発表の候補演題の特別セッ

ションを設け、ポスターの候補演題は掲示場所をまとめた上、示説時間を設けて審査を行い、

全体の中から最優秀賞（１～２題程度）および優秀賞（５題程度）を決定する。審査結果につ

いては、大会終了後、速やかに本会ホームページおよび大会ホームページにて公表することと

している。 

 

２．令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について 

（令和８年１月27日 日薬発第245号） 

 岩月会長より、掲題の件について説明された。主な内容は以下の通り。 

 令和７年度補正予算により、医療機関・薬局における光熱費等の物価上昇や賃上げ対応に係

る財政支援策が緊急措置されたことについては、昨年より明示の通りであるが、今般、厚労省

医政局長及び医薬局長より各都道府県知事あてに「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対

する支援事業実施要綱」が示された。 

薬局に関しては、要綱の「３．診療所等賃上げ支援事業」、「４．診療所等物価支援事業」が

該当し、今後、各都道府県において具体的な取り扱い等が定められることとなる。これらの支

援事業が令和７年度補正予算による措置であること、また、並行して令和８年度調剤報酬改定

の議論が行われていることから、申請等の事務手続きを含め、各薬局においては検討・対応等

に時間を要する可能性もあるため、都道府県薬剤師会に対して、都道府県担当部局等と連携い

ただくこと、より多くの薬局において本事業による支援を活用いただけるよう、会員への周知

を依頼したところである。 

 

３．医薬品販売制度に関する自己点検結果について（令和８年１月29日 日薬業発第407号） 

 岩月会長より、掲題の件について説明された。主な内容は以下の通り。 

 例年、会員の従事する薬局等において、医薬品販売に関する法令上のルール、その遵守状況

を確認することを目的として自己点検に取り組んでいただいている。本年度の結果では、自己

点検表を配付した薬局・店舗数が48,964軒、うち回答のあった薬局・店舗数が45,247軒（92.4％）

であり、回答のあったうち「該当する全項目について適切に実施していることを確認できた」



 

 
 

薬局・店舗数は45,185軒（99.9％）と、多くの薬局等において点検の実施ができ、該当する全

項目について適切に実施できる状態となっていることが確認できた。一方で、点検を実施でき

ていない薬局等や不十分な項目について改善ができていない薬局等も一部見受けられる状況

である。 

専門家としての薬剤師の適切な関与と適切な医薬品提供体制が不可欠であるため、調査期間

に点検を実施できなかった薬局等を含め、全ての薬局等において法令遵守の徹底に向けて対応

いただくこと、併せて、地域住民に医薬品の適正使用を啓発いただくことを、改めて依頼した

ところである。 

 

４．公益社団法人日本薬剤師会会長候補者及び副会長候補者選挙に関する公示について 

（令和８年１月27日 日薬発第243号） 

原口副会長より、掲題の件について説明された。主な内容は以下の通り。 

 令和８年３月28・29 日の両日、本会の第107 回臨時総会を開催する。総会２日目の３月29

日に、本会の「公益社団法人日本薬剤師会会長候補者、副会長候補者及び監事選挙規則」、「同

施行細則」に則り、令和８年６月に開催を予定する、総会・理事会にて選出する、会長（代表

理事）及び副会長に係る候補者を決定するための選挙を行う。届出の受付期間は、令和８年２

月27日から３月16日までの午前９時から午後５時までとし、本会事務所総務課（東京都新宿

区四谷３－３－１ 四谷安田ビル７階）で受け付ける（土、日、祝日を除く）。 

 

５．新卒薬剤師 初年度会費無料キャンペーン周知資材の配布について（お知らせ） 

 （令和８年１月27日 日薬総発第22号） 

原口副会長より、掲題の件について説明された。主な内容は以下の通り。 

 若年層を中心とした加入勧奨による組織強化等を目的に、新卒者を対象に初年度会費を無料

にするキャンペーンを令和８年４月１日より実施する。具体的には、25年度中に薬剤師国家試

験に合格し、卒業後に薬剤師免許を取得したＢ会費会員（主に勤務薬剤師）を対象に、26年度

の会費（年額7000円）を無料とする。本キャンペーンの円滑な実施にあたり、会費の取扱いや

対象者の判別等、各種手続については、都道府県薬剤師会および地域・支部薬剤師会にて、体

制整備等を進めていただいているところである。 

このほど、本キャンペーンの周知を目的として、チラシおよびポスターを作成し配布する。

２月初旬に、全国の薬科大学・薬学部（約80か所）宛に卒業生向けのＡ４サイズのチラシを約

32,000枚送付し、卒業式で配付される資料一式への同封を依頼する。また、都道府県薬剤師会

や会員施設、所属先向けのＡ２サイズのポスターは、２月初旬に都道府県薬剤師会宛て 50 部

送付するほか、３月初旬に「日薬情報おまとめ便３月号」への同梱により、会員施設や所属先

へ１部ずつ配布する。事業所内の職員共用スペース等に貼付し、新人職員や実習で訪れる学生

等への周知に活用いただくこととしている。 

 

主な質疑応答は以下のとおり。 

【新卒薬剤師 初年度会費無料キャンペーンについて】 

記者：キャンペーンによる新卒入会者数はどの程度を目標としているか。 

原口副会長：昨年で言えば数百人であるが、総薬剤師数に占める現在の本会の組織率では、新

卒は10％にも満たないため、最終的には30％を目標としたい。 

【調剤報酬改定：個別改定項目（短冊）について】 

記者：短冊の段階ではあるが、率直な感想はいかがか。 



 

 
 

岩月会長：短冊の段階で論評は控えるが、国の財政状況が厳しい中、一定程度、薬局の厳しい

現状が認められ、物価高対応や賃上げに関する評価がなされたという意味で良い改定だと感じ

ている。まずは、ご尽力いただいた関係の皆様に感謝申し上げる。  

記者：都市部に集中する開局の抑制策として、調剤基本料に、門前薬局等の立地依存への減算

が導入されるが、受け止めはいかがか。 

岩月会長：全国で人口減少が顕著になっていく中で、都市部での薬局偏在に一定のくさびを打

ち込んだものと受け止めている。立地に依存した状況から脱却できれば、「患者のための薬局

ビジョン」（平成27年10月・厚生労働省）への一つの回答になるのではないか。 

記者：面積要件など、薬局の一定の規模を求める項目もある。薬局関係者からは大手が有利と

の声も聞かれるが見解はいかがか。 

岩月会長：大手の薬局が有利、小規模の薬局は不利といった認識はしていない。これまでやっ

てきたことに影響が出ないよう、留意いただきたい旨はお願いしてきた。患者のための薬局で

あることを考えれば、また、地域で求められる機能に基づいて一定の規模が必要であるという

ことであれば、どこかで線を引くことに反対ではない。 

記者：保険薬局において、患家に残薬があることを確認した場合に、保険医療機関と保険薬局

が連携して円滑に処方内容を調整することができるよう、残薬対策の推進を目的とした処方箋

様式の見直しが行われるが見解はいかがか。 

岩月会長：より効率的に薬物療法ができる一歩に近づく見直しだと思う。対医師でどういうこ

とができるのかという意味では、大きいと感じている。点数に結びつくかどうかということよ

りも、本来の医薬分業という意味で、踏み込んだ見直しであると受け止めている。 

記者：残薬解消については過去、対患者の取り組みとしてブラウンバッグ運動があった。 

原口副会長：ブラウンバッグ運動は、当時、処方をきちんと確認していないのではないかとい

った薬剤師業務へ疑問を持たれるリスクもあり、様々議論があった。今回は処方箋様式が変更

になるため、医療従事者全員が同じ意識を持って動いていくというプロセスを考えれば、さら

に進めやすくなる。 

記者：後発品調剤体制加算の廃止、地域支援・医薬品供給対応体制加算の新設については、算

定できない薬局が出るなど影響が大きいと思われるが、受け止めはいかがか。 

岩月会長：本会として、後発品の使用率が９割に上がっても、体制維持のための何らかの手当

は必要との主張をしてきた。影響は大きいが、地域での医薬品供給を通じた適切な医療提供体

制の構築を促進する観点から、地域支援体制加算の見直しが行われることについては、一定程

度ご理解いただけるのではないか。 

 

次回の定例記者会見は、令和８年２月13日（金）16：00～を予定。 


